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請 願 要 旨 

 八千代総合運動公園体育館（以下「市民体育館」）で弓道場（第３武道室）

を利用する際には、団体登録を行ったうえで施設を予約して利用する方法と、

毎週水曜日及び団体予約が入っていない日に個人として利用する方法がありま

す。このうち、団体として利用する場合の事前登録は１０人以上とされており

ます。しかしながら、市民体育館の弓道場は射場の幅が６メートルほどしか無

く、一度に射場に並べるのは多くて４人であり、また、射場が狭小で、弓を引

くまでの基本動作や手順の稽古を行う場所もないため、団体として利用しても

一度に１０人が稽古することが出来ない状態です。 

 これらの事情を考慮していただき、市民体育館第３武道室の団体利用に関

し、団体扱いとする人数の取扱いについての見直しを希望します。併せて、団

体扱いとする人数の変更を踏まえ、現在小体育室・第１武道室・第２武道室と

同額となっている第３武道室の施設使用料の減額を希望いたします。 

 弓道は、体力の向上だけではなく、稽古を通じて躾や慎み、至誠等を身に付

けることで人生を豊かにするとともに、老若男女を問わず生涯を通じて楽しむ

ことができる武道です。市民体育館の弓道場が現在よりも利用しやすくなるこ

とで、弓道の普及に繋がり、併せて弓道を通じた八千代市民の心身向上の一助

となることを祈念し、上記につきまして請願いたします。 

 


